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芦屋町教育委員会会議録 

 

令和８年第１回定例会 

 

日 時  令和８年１月６日（火） 午後１時30分 ～ 午後３時10分 

 

場 所  芦屋町役場３階 課長会議室 

 

「出席委員」    委 員  長 戸 隆 弘 

委 員  井 上 弘 行 

委 員  森 山 真 奈 美 

委 員  佐 伯 慎 也 

教 育 長  三 桝 賢 二 

 

「委員以外の出席者」         学校教育課長  木 本 拓 也 

生涯学習課長  本 石 美 香 

指 導 主 事  渡 邊 佐 智 子 

 

「書 記」              学校教育係長  原 田 聡 太 

 

 

「議事日程」 

第１ 会期の日程 

第２ 会議録署名委員の指名 

第３ 教育長提出議案 

○議案第１号 芦屋町いじめ防止対策の推進に関する条例の一部を改正する条例

の制定に係る意見聴取について 

○議案第２号 令和７年度芦屋町一般会計補正予算（第５号）〔教育委員会所管〕 

○議案第３号 令和７年度芦屋町給食センター特別会計補正予算（第３号） 

第４ 協議事項 

第５ 報告・連絡 

○いじめ、不登校の状況について 

○令和７年度小中学校卒業式及び修了式の日程について  

〇令和８年度小中学校始業式及び入学式の日程について 

〇令和８年度の学校閉庁日について 

○令和８年度以降の町民体育祭について 

○１月、２月の行事予定について 

第６ その他 
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「開会宣告」 

○教育長 あけましておめでとうございます。ただいまから令和８年芦屋町教育委

員会第１回定例会を開会します。 

 

― 開会宣告 午後１時30分 ― 

 

「会議録署名委員」 

○教育長 本日の署名委員は、井上委員と佐伯委員にお願いします。 

 

 

第３ 教育長提出議案 

●議案第１号 芦屋町いじめ防止対策の推進に関する条例の一部を改正する条例の制

定に係る意見聴取について 

●議案第２号 令和７年度芦屋町一般会計補正予算（第５号）〔教育委員会所管〕 

●議案第３号 令和７年度芦屋町給食センター特別会計補正予算（第３号） 

※以上の３件については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第７項に基

づき公開しないものとする。（今後の議会に上程予定の事項のため） 

 

－ 満場一致で同意 － 

 

 

第４ 協議事項 

○教育長 本日の協議事項はありません。 

 

 

第５ 報告・連絡 

○いじめ、不登校の状況について 

※本件については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第７項に基づき公

開しないものとする。（生徒指導に関する事項のため） 

 

－ 満場一致で同意 － 

 

 

●令和７年度小中学校卒業式及び修了式の日程について 

●令和８年度小中学校始業式及び入学式の日程について 

○教育長 令和７年度小中学校の卒業式と修了式、令和８年度小中学校の始業式及

び入学式については、一括して報告してください。 

○学校教育課長 （令和７年度小中学校卒業式及び修了式、令和８年度小中学校始業式及

び入学式の日程について説明。※資料のとおり） 

「概要」令和７年度の中学校卒業式は３月12日（木）です。小学校卒業

式は３月17日（火）、小中学校修了式は３月24日（火）です。 
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令和８年度の小中学校始業式は４月７日（火）です。中学校入学式は４

月９日（木）、小学校の入学式は４月10日（金）です。 

卒業式及び入学式で、中学校は教育委員の皆さんに全員出席をお願いし

ています。小学校は教育委員の皆さんに３小学校に分かれて出席してい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

●令和８年度の学校閉庁日について 

○教育長 令和８年度の学校閉庁日について 

○学校教育課長 例年、夏休み期間中に学校閉庁日を設定しています。これまでは８月13

日から15日までを閉庁日としていました。来年度は、８月12日から15

日までの４日間を学校閉庁日にしたいと考えています。 

○教育長 補足しますと、８月11日が山の日で祝日です。従来どおり13日から閉

庁日にすると、12日だけ出勤日になってしまいます。学校からも、12日

を閉庁日にすることで、11 日から 15 日まで連続して休めるという意見

がありました。 

８月 12 日を閉庁日にしても学校教育活動にはほとんど影響がありませ

んので、働き方改革の観点からも 12 日を閉庁日にする方向で考えてい

ます。 

○教育委員 これは、令和８年度以降も続ける予定ですか。 

○教育長 はい、その予定です。 

 

 

●令和８年度以降の町民体育祭について 

○教育長 令和８年度以降の町民体育祭について 

○生涯学習課長 令和８年度以降の町民体育祭についてですが、11月の教育委員会定例会

で、開催に関するご意見をいただきました。その内容を踏まえて、同じ

く11月に開かれた政策会議で審議した結果、令和８年度以降も町民体育

祭を継続して実施することが決定しましたので、ご報告いたします。 

今後の具体的な内容については、地域の皆さんと一緒に検討していくこ

とになります。教育委員の皆さんにも、引き続きご協力をお願いできれ

ばと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

●１月、２月の行事予定について 

○教育長 １月、２月の行事予定について 

○学校教育課長 （１月、２月の行事予定について説明 ※資料のとおり） 

○生涯学習課長 （１月、２月の行事予定について説明 ※資料のとおり） 

１月11日（日）午後３時から総合体育館で「芦屋町二十歳のつどい」を

開催いたします。教育委員の皆さんには主催者として出席をお願いいた

します。 
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１月24日（土）からギャラリーあしやの企画展「芸術家のたまご展」を

開催します。小中学生の作品に加えて、県立八幡中央高等学校芸術コー

スの生徒さんの作品も展示します。チラシは学校にも配布して周知して

いますので、ぜひ会場へお越しください。 

 

 

第６ その他 

 特になし 

 

 

「閉会宣告」 

２月の定例会は、予定を変更して２月３日（火）午前10時から開催します。 

３月の定例会は、３月９日（月）午前９時から開催します。 

 

― 閉会宣告 午後３時10分 ― 

 

 

 

 

会議録署名人    教 育 委 員   

 

教 育 委 員   

 

学校教育課長   

 

 


